
第 3 節　本場･分場･試験地の変遷

1.本　場

　(1)用地および施設

　戦後石井町に移転するまでの 25 年間には昭和 36 年 2 月に隣接地との交換によって圃場 94 坪が増えた

ほかは圃場,用地などの大きな増減はなかった。

　施設では次表にまとめたように,昭和 23 年にまず農産加工指導所の建物が構内に建築されたが,この建物

は 2 年後に同指導所が蔵本町の農業総合指導所へ移転したあと園芸部の研究室になった。

　当試験場の象徴ともなっていたガラス室は,戦時中敵機の空襲を恐れてガラスにタールを塗り,あるいはコモ,

よしずを覆うなどしていたが,終戦後にはすで に老朽化して使い物にはならなかった。そこで昭和 25 年天皇

陛下の巡幸を機に 24 坪と 32 坪のガラス室 2 棟が建てられ,主に花き用として利用された。また 翌 26 年には

網室併設のガラス室が果樹害虫の天敵増殖用として建てられている。20 年代後半から 30 年代前半にかけて

はこのガラス室をはじめ接種室,培養 基室,5 連恒温槽室など菌虫部(病虫科)関係の施設整備が目立ってい

る。しかし,改築が検討されはじめた 40 年頃からは病虫科のガラス室の改築を最後に建 物の新改築はなかっ

た。

　なお,戦後から移転までに試験場構内に建設された他機関の施設としては,前述の農産加工指導所(昭和

23 年)および肥料検査所(29 年)と“みどりの家”(31 年)があった。

　石井町への移転,改築前における建物,施設,圃場の配置状況は次のとおりである。

第 6 表　戦後石井町移転までの間本場に新設または改築された主な建物，施設

　年　次　 　施　　設　　名　 　面　積　 　所　　　属　 　備　　　考　

　23 年 農産加工指導所 20.0 坪 26 年より園芸部 　

24 農業講習所寄宿舎 40.0　 農業講習所 　

25 ガ　ラ　ス　室 24.0　 園　芸　部 天皇陛下巡幸記念

〃 〃 32.0　 〃 〃

26 農業講習所教室 45.5　 農業講習所 36 年に構内西果樹園跡に移動

〃 網室併設ガラス室 14.2　 菌　虫　部 　

27 培　養　基　室 6.0　 〃 　

28 接種室用建物 4.7　 〃 　

30 農業講習所実験室 20.0　 〃 本館東端

33 作　　業　　舎 26.3　 病虫･化学科共有 講堂西側

35 恒温槽用建物 12.5　 病虫科 園芸部東側

36 農業講習所視聴覚教室 28.2　 農業講習所 　

38 農業機械研修館(二階建) 延 101.4 農業機械科 　

〃 小型半地下ガラス室 4.7　 園芸科(花) 　

39 ガ　ラ　ス　室 24.0　 園芸科(花) 改　　築

40 ガ　ラ　ス　室 14.2　 病　虫　科 〃

　①　石井町への移転,改築

　いきさつと経過:昭和 13 年に徳島市鮎喰町に改築された農事試験場は,市の西端にあって中心部から遠く

離れていたために昭和 20 年 7 月 4 日の徳島大空襲 にもその難を免れた。しかしながら,建築から 25 年近くも

経過すると木造の庁舎は老朽化し,当時 25 名ほどだった職員の数も 2倍以上に増えて建物,圃場と も狭隘と

なり,さらに施設も古く貧弱で,高度経済成長の下で目覚しい勢いで近代化しつつあった農業の試験研究に対

応することが困難となっていた。そのため 試験場内部では昭和 36 年から毎年会計監査の際などに改築,整
備の意志表明を行うと共に,37 年には農業試験場整備拡充計画を立て,本館および付属舎の改 築,備品の整

備などを検討していた。しかし建物の整備についてはその後も数年間予算要求をするまでには至らなかった。

昭和 41 年農業改良課長に就任した住 吉正巳課長は武市知事に農業試験場の現状を訴えて改築を進言し

た。さいわい当時は好況の時代で県の財政事情も比較的よく,時の佐々木副知事(現秋田県知 事)も意欲的
で,農業試験場改築案は急速に具体化の方向に進展して行った。

　当時鮎喰町に在った試験場は交通が便利で,水利もよく地味も肥沃であったため,職員の間では元の位置

に建て替え,1 階を駐車場とした 4～5 階建てとする 意見もあったが,圃場が狭隘で,大型機械を導入した実証

試験などには一筆の面積が少なくとも 30a,全体として 10ha が必要であり,現状ではそれが不可 能とする意見

が強く出されたため改築は新しい地を求めて行うこととなった。そして 42 年夏頃から,民家や障害物のない約

13ha のまとまった土地の選定が 始まり,吉野川流域を中心に鴨島町大幸,知恵島,土成町御所,吉野町一条,
五条,石井町高川原,天神地区,同町石井地区などが候補地に上り,現地に赴いて 調査を行った結果,石井町

の 2 地区が有力候補地として残った。さらに土性,水利などの詳しい調査が行われた結果,天神地区は湧水地

帯で浸冠水のおそれが大 きいと判断されたため,土壌的にいくぶん難はあったが石井地区の原田,清成に白

羽の矢が立てられた。原田,清成地区が選定された今一つの理由は,これが農 業大学校と比較的近い距離に

位置しているためでもあった。一方,地元石井町は古くから農業の盛んな土地柄で,特に野菜類の生産額は高

く,吉野川流域では第 1位の実績を誇っていた。こうした事情から農業立町は従来から町の基本方針であっ

て,41 年にはまず農業大学校が誘致された。町民の一部には住宅誘致を優 先する声もあったようであるが町

の方針は変わらず,42 年 5 月に新しく就任した松岡町長は,最初の大きな事業として試験場の誘致にとりくん

だ。そして同年 11 月に町は用地に係わりのある土地所有者を対象に誘致賛否のアンケート調査を行った結

果,これに対する大方の賛成が得られた。翌 43 年 1 月には県から同 町に試験場移転の申し入れが行われた

が,町では前述のようにすでに受け入れの下地ができつつあったので事は順調に運んだ。このようにして地元

住民および町 の深い理解が得られて見通しがついたので,2 月 12 日の県議会経済常任委員会で野尻農林

水産部長が移転改築計画を公表して議会の承認を求めた。試験場設置 に必要な用地の買収はその一切が

町に任されたため,石井町では 2 月から 4 月にかけて高田一助役および企画開発課を中心に土地所有者と

の話し合い,接衝が精 力的に行われた。そして同年 7 月には河野税務課長(現助役)が企画開発課長に転じ,
同課員の西真田氏ら 4 名の課員と共に本格的な買収交渉が始まった。さき に述べたように住民のごく一部に

は住宅の誘致を叫んで強硬に反対を続ける者もあり,その説得に担当者の苦労が集中したようであるが,町長
以下担当者の積極 的な努力と多数住民の理解によって同年末までに買収作業はほぼ終わった。

　一方県では 43 年から 3 か年計画で改築整備計画を立て,同年 9 月補正予算に 13.4ha の用地買収費 2億
900万円を計上した。この時の議会で武市知事 は｢･･･農業経営の近代化に即した試験研究を行なう必要か

ら,県農業試験場を年次計画により石井町の農業大学校横に移転改築のうえ,その充実を図るため の初年度

計費として 13.4ha の用地購入費等 2億 900万円をそれぞれ計上いたしました･･･｣と説明している。

　移転改築の方針が打ち出されたのを受けて農業試験場では 43 年 4 月 5 日に,農林水産部長,同副部長,農
業改良課長,農業試験場担当者ら 10 名からなる移 転推進事務局および試験場内部に移転推進委員会をつ

くることを検討した。その結果,推進事務局は実現しなかったが,推進委員会は鈴江場長を総括委員長とし て

副委員長に佐々木次長および板東庶務係長があたり,つぎのような組織のもとに 4 月 10 日発足した。以後そ

れぞれの分野については各委員会の委員が検討を 重ね,その結果は科長会議に諮り更に検討が重ねられ

たが,総括的な業務は佐々木次長を中心ーに,板東庶務係長と後藤田技師および改築業務遂行のため 43 年 

から 45 年までの 3 年間専任として配属された武市克雄主事がこれに携わった。また主管課の農業改良課で

は地元石井町出身の立石課長の下で,吉松課長補佐と 江本庶務係長が用地買収に係わる石井町との接衛

や財政課との予算接衛に当たった。

　本館建築で当初問題になったのは研究室を各階大部屋制にすることで行政の職場はもとより研究機関でも

一部これをとり入れている所があったため主管課でこ の意見が強く打ち出された。しかし,研究機関の特殊性

とこれを採用している他機関の実態,研究員の声などを見開してこれに強く反対したため,強硬であった この意

見も下げられこれまでどおり各科に研究室を置くことに決着した。

　そして改築整備は次にかかげる目的と構想のもとに 43 年から 45 年の 3 か年の年次計画によって実施され

ることになった。

　< 徳島県農業試験場移転推進委員会 >
1.名称　徳島県農業試験場移転推進委員会と称する。

2.目的　農業試験場の石井町移転事業を積極的に推進することを目的とする。

3.組織　組織は次のとおりとする。

　　　委 員 長　　場　　長

　　　副委員長　　次　　長　　庶務係長

　　　委　　員

　(1)建物施設関係(本館,講堂)

 　　矢野,永井,川人,藤井,酒井,松岡,高橋

　(2)建物施設関係(附属建物施設)

 　　阿部,真渕,鳥羽,後藤田(甚),堀,山下,後藤田(栄)

　(3)圃場整備関係(用排水路を含む)

     桑野,以西,松岡,城島,高橋,村部,町田

　(4)環境整備関係(美化,建物施設配置)

 　　後藤,住友,佐竹,野口,後藤田(栄)

　(5)用水整備関係(実験,飲料水を含む)

　　 真渕,林,町田,川尻,堀,高橋

　(6)備品図書関係

　　 山本(勉),真渕,出口,林,笠井,山本(英),福西,城島

　(7)その他一般事務関係

 　　後蒔田(甚),武市

　< 建設整備の目的と構想 >

社会経済の進歩発展に即応した農業の新しい技術,経営の試験研究を行うために農業試験場の

移転建設を行う

　1　農業者の利用　　農事相談室, 大会議室の設置

　2　主要作物に関する研究の強化  　圃場面積の拡大,機械化ほ場,組立実験ほ場の設置

　3　そ菜および飼料作物に関する研究の強化

　4  効率的研究施設の充実　 実験室の完備と備品の整備

  5　ほ場整備　 用排水路(暗渠排水を含む) 施設の完備,土地改良

　6  環境整備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　設　年　次　計　画　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円） 

区　　分
昭和 43 年度 昭和 44 年度 昭和 45 年度

会　　計
　所要額　 事業内容 　所要額　 事業内容 　所要額　 事業内容

　用地買収費　 205,970 移転用地

買収等費
　 　　　　 　 　　　　 　205,970　

　区画整備費　 　　　 　　　 84,000 敷地造成圃

場基盤整備
　　6,890 場内整備 　90,890

　建　築　費　 　　　 　　　 30,100 現業舎等

４棟　　　
252,774 本館，付属

建物等　　
282,874

　用水整備費　 　　2,760 麻名用水

付替等　 
20,000 飲料，圃場

用水施設　
　　 　　 　22,760

　内部充実費　 　　 　　 　　 　 　12,000 試験研究用

庁用備品 　
　12,000

　事　務　費　 　　　270 　

　
　2,150 　 　　　700 　　 　　3,120

　計　 209,000 　

　
136,250 　 272,364 　　 617,614

　　　（注）議決予算額

第 1 年次の 43 年度の用地の買収が主で,前にも述べたように地元石井町および住民の協力によって 44 年 2
月には 12.9㌶の用地買収が完了した。第 2 年度 は敷地造成,圃場基盤整備,用水施設関係および作業舎な

ど 4 棟の予算が認められ,建物敷地造成 3.4㌶,圃場基盤整備 9.5㌶,灌漑用水整備などが県耕地 課,徳島農

林事務所耕地課が中心となって事業が進められた。ところが 8 月になって附属舎建設予定敷地内の排水工

事現場で,高杯の脚,須恵器のカメ,ツボな ど 1,500～1,700 年前のものと推定される弥生式土器約 150点が見

つかって,工事計画の一部手直しを迫られて作業が遅延し,当年度に予定していた 作業舎などはすべて次年

度に繰り越しとなるハプニングがあった。この清成遺跡は土を埋めもどし現在花木見本園およびポット試験圃

として保存されている。最 終年次の 45 年度には繰越しの作業舎をはじめ付属舎,本館建築および構内の整ｮ

備ｪ行われ,園芸作業舎,合同作業舎,機械作業舎などは 7 月 18 日から工 事が始まり,11 月末に完成した。8
月下旬にはでき上る筈であった本館の図面がかなり遅れたためその入札は 9 月末になった。落札したのは本

館建築工事:姫 野組(1億 5,900万円),電気工事:山田電建(株)(3,625万円),管工事:城南水道工業(1,805万
円),空調工事:東和工業(株) (2,730万円)であった。なお設計は川島建築設計研究所が請負った。

　

着工が 10 月にずれ込んで遅れていた本館建設工事もその後は急

ピッチに進み,46 年 3 月 15 日にはコンクリート打ちも完了し,5 月 30
日竣工した。

　上記のように 43 年度から石井町に進めてきた農業試験場の建設

整備事業は 46 年 5 月 30 日をもって完了した。しかし構内は整備が

不十分で建物周辺は雨で ぬかるみ,通路は砂利道が多く,前庭は赤

土むき出しの有様であった。そこで同年 9 月の補正予算で路面舗装,
庭の芝張り,庭木の補植,側溝工事など整備事業 費を要求して 1,200
万円が認められ,新しい試験場の面目が整った。

　移転:圃場の整備は 44 年に完了したので,試験圃場としてなるべく

早く使用できるように管理係が中心となって,45 年度の夏作から水稲

の均一栽培を始め た。そして 10 月には施設野菜栽培のために園芸

科が,11 月には麦の原種栽培のため作物科の一部職員が駐在する

ようになり,46 年 3 月には水稲早期栽培も 始まった。

　5 月末には本館が竣工したので,6 月に入ると実験器具,書籍,書類
の整理など移転に向けて本格的な準備が開始された。そして移転に

関する最終的な打ち合 わせが 6 月 19 日に開かれ,翌週の 21 日から

病虫科を皮切りに移転が開始された。輸送には林業試験場のトラック

も借り,また発生予察の検診車なども動員 し,当日は地区予察員の応

援も得て実験器具,書籍などを運搬した。古い木造の机,椅子など廃棄処分する物はすべて講堂に運び込み,
実験台や大型実験機器, 庁用備品などの運搬は業者の手に委ねられた。梅雨期間中にも拘らずほとんど雨

もなかったため移転は順調に進み,一部圃場関係の用具を残して 26 日には庁内 の運搬すべきすべてのもの

の移転が完了した。その日水道,電気が切られ,廃屋同然となった鮎喰町の試験場は,農商務省から県に移管

されて以来 68 年と 3 か 月の幕をここに閉じた。そして 7 月 1 日から新しい試験場での業務が開始された。

　落成式と農業祭:落成式は 46 年 10 月 6 日午前 10 時 30 分から,本館前庭に天幕を張った特設会場で盛大

に挙行された。式には,武市知事,藤川県議会議 長,地元選出の阿部,森本県議会議員,松岡石井町長をはじ

め関係市町村長,県農業関係機関長,農業団体代表,用地提供者ら約 300 名が出席した。武市知事 の式辞

および松岡協賛会長のあいさつに続いて,平賀建築課長が用地造成事業を含む工事経過を報告,建設に功

労のあった川島設計研究所,姫野組,城南水道工 業,山田電建(株)および東和工業(株)の 5 業者に感謝状が

贈呈された。このあと本館入口に張られた紅白のテープが知事,県議会長,農業祭協賛会代表に よってカット

され,内部施設が開放展示されると共に農業祭の幕が切って落とされた。

　　　　　　　　　　　式　　辞

　

　｢本日,徳島県農業試験場の落成式を挙行いたしましたところ,皆様方には,何かと,お忙しい中を,多数ご臨席

を賜わり,まことにありがとうございます。

　厚くお礼を申し上げます。

　ご承知のとおり,わが国農業は,昭和三十六年の農業基本法の制定に伴う,いわゆる基本法農政の展開によ

り,農業の生産性や,農業所得なども逐次向上してまいり,農業発展に多大の成果を治めてまいったわけであり

ます。

　しかしながら,最近のめざましい経済成長は,農業の適応の遅れを次第に大きくし,今日わが国農業が当面し

ている問題は,米の生産調整を頂点として,自由 化問題,あるいは流通問題,さらには畜産,農薬などによる公害

問題など,多面にわたっており,経済成長に対する農業の構造的適応という,基本的な課題の遂 行を,これらの

きびしい環境条件のもとで,行なわれなければならないというきわめて困難な立場に立たされている状況であり

ます。

　県といたしましても,これらの事態に対処して,国の農業政策に注目しつつ,農業と他産業の経済的,社会的格
差の是正を図り,新しい農村社会を確立するた めに,本県の地域的特性を生かした。大型生鮮食糧品供給基

地建設構想を中心に,農業構造改善事業,あるいは農業生産基盤の整備開発など,各種の施策を積極 的に

進めているところでございますが,なんと申しましても,農業従事者に密着した技術の研究,開発指導は,近代農

業を支える基本となるものであります。

　ご承知のように,本県の農業試験場は,明治三十六年に鮎喰町に,創設されて以来という非常に古い歴史を

もっており,農家の方々になじみ深く大変親しまれ てまいったところでありますが,その圃場の狭隘と,建物の老

朽,あるいは試験研究施設の不備などは,時代を先取りする農業を推進するための技術研究,開発 指導の拠

点としての能力を十二分に発揮することができないところにまで,立ち至ってまいったのであります。

　私は,このような事態を一拠に解消し,急速に進んでおります農業技術の革新,農家のより良き指導機関,研究

機関としての十二分な態様を整えるべく,石井 町ご当局はじめ関係各位の御協力のもと,三ヶ年計画で総工費

六億三千万円をもって建設を進めてまいったところでございます。

　幸い,このたび皆様方の並々ならぬ,ご尽力を得まして,格好の場所に本場が見事に完成いたした訳でござい

まして,ここにあらためて厚くお礼を申し上げる次第であります。

　ご覧のように,この新しい試験場は,旧試験場の約二･二倍に及ぶ十三ヘクタールの敷地を有し,近代的な鉄

筋三階建の本館をはじめ,温度調整調節装置付昆虫飼育室や,人工気象室などを配した,名実ともに本県農

業技術開発の拠点にふさわしいものとなっております。

　今後は,このように立派に出来上りました当施設を十二分に活用し,農家の皆様方の要求により密着した技術

開発を積極的におしすすめたいと存じております ので,農業関係団体の皆様方はじめ農家の方々におかれ

ましても,お気軽にご来場願い積極的に当施設をご利用賜わり,農業の近代化と技術の開発に大いに役立 て

ていただきたいと存じております。

　なお本日から三日間にわたり,豊かな農業への創造をテーマに,当場落成式記念の農業祭を,関係各位のご

協力により開催いたしておりますので,ご参観願い,農業経営の参考にしていただければ幸いと存じております。

　最後になりましたが,関係各位の益々のご健勝と,当地域のご発展を心から祈念いたしまして,ごあいさつとい

たします。

　本日は,誠に有難うございました。

　　昭和四十六年十月六日

　　　　　　　　徳島県知事　　武市　恭信

　農業試験場の新築落成を記念して,県と協賛会による農業祭は 6 日から 3 日間農業試験場と経済連畜産セ

ンターで開かれた。地域開発と主産地形成,生産と生 活の調和,農業経営と技術革新の方向を柱に｢豊かな

農業への創造｣をテーマにしたもので,各会場には実物,模型,写真,パネルなどが展示され,また経営技 術,金
融,生活,住宅の相談所も開設され,農場では農業機械の実演競　技も行われた。

　展示場には農業振興展として新しい農村計画,阿讃山系開発構想農村環境整備,米の流通など当時県農

業が直面していた多くのテーマが掲げられ経済技術展で は作物展,園芸特作展,養蚕展,畜産展,林産展,水
産展が,生活展では生活改善展,食品加工展がわかりやすく展示された。一方農業機械や農薬,肥料,生活 資

材展,農業電化展なども協賛展として開かれた。また,技術相談所では簡単な土壌診断などのサービスも行わ

れた。

　案じられた天気も回復し,ことに 7,8 日は秋晴れに恵まれ,会場内には即売所やバザーも特設されて植木,観
葉植物,農業図書,農水産加工品,畜産加工品 などが即売され人気を呼んだ。また期間中には農山漁村グ

ループ実績発表会,NHK青年の主張県予選のほか県警音楽隊の行進演奏や阿波おどり,ミス農業祭表 彰

式,郷土芸能大会,映画会,抽選会などかずかずの催し,アトラクションがこれに花を添え,なかでも参観者に対す

る記念抽選会は,特賞として水稲肥料 1 年 分が当たるとあって,抽選会場は連日人垣に囲まれる賑わいで

あった。

　②　移転その後

　石井町へ移転してから今日までの 12 年間には,露地野菜技術研修施設(150.0㎡,49 年)が建っただけであ

る。なお,屋外資材置場(160.0㎡)は 56 年に管理係職員の手によって造られたものである。

　試験場構内に建設された他の機関としては,昭和 49 年に農業機械化センターが藍住町から移転,本館,格
納庫,整備舎,運転練習コースなどを設けた。

　現在の建物,圃場および本館内部各室の配置図は次のとおりである。

　③　移転後における圃場の整備,土壌改良など

　移転した石井町原田,清成地区は,水稲,麦作を中心とした水田地帯で,土壌は埴土に近い埴壌土であった。

そのため移転に伴う基盤整備の際に,畑作圃場に 対しては表土として,吉野川沖積土壌(砂壌土)を約 50cm
入れて造成を行った。しかし,土壌は大型機械の重圧による床締めもあってなお

 (1)　本      館　　　　　  2932.5㎡

 (2)　自転車置場　　　　　　  54.0㎡

 (3)　車      庫　　　　　　 137.5㎡

 (4)   LPG保管室　　　    　　13.1㎡

 (5)　ガス処理試験室　　　　　30.0㎡

 (6)　冷蔵室･人工気象室　　 　89.3㎡

 (7)　園芸作業舎　　　　　　 438.2㎡

 (8)　総合付属舎　　　 　　　463.7㎡

 (9)　農業機械実験室　　　 　526.3㎡

(10)　病菌接種室･昆虫飼育室　 89.3㎡

(11)　合同作業舎　　　　　　 501.4㎡

(12)　堆  肥  舎　　　　　　 165.6㎡

(13)　大型ガラス室　　　　 　416.0㎡

(14)　ガ ラ ス室　　　　　　　96.0㎡

(15)　　  〃　　　　　　　　　  〃　

(16)　　  〃　　　　　　　　　　〃　

(17) 　　 〃　　　　　　　　　　〃　

(18) 　　 〃　　　　　　　　　　〃　

(19)　　  〃　　　　　　　　　　〃　

(20)　ボイラー室　　　　　　　24.7㎡

(21)　小ガラス室(8棟)　　　　159.0㎡

(22)　ガ ラ ス室　　　　　　　96　㎡

(23)　網      室　　　　　　　96.9㎡

(24)　ガラス室･網室　　　　　128.1㎡

(25)　網      室　　　　　 　128.1㎡

(26)　露地野菜研修施設　　 　150.0㎡

(27)　堆  肥  舎　　　　　　 165.6㎡

(28)　機械研修館　　　　　　 335.0㎡

(29)　格  納  庫　　　　　　 100　㎡

(30)　　  〃　　　　　　　　 216　㎡

(31)　運転試験コース

　　　　　　　　　↑　第９図　本場（石井町）建物配置図

透水性,通気性などの物理性が悪く,水稲の生育むらをはじめ麦,野菜,花きなどの湿害,旱害による障害が現われ,試験に支障

を来たすことが多かった。そのため,移転後から現在まで諸種の土壌改良や排水対策を実施してきた。

　土壌改良の主体は客砂であって,昭和 47年には吉野川河口の海砂を図に示した畑作圃場(120a)および水田圃場(95a)に

7～10cmの量を入れ土 壌に混合した。しかし,海砂で塩分(0.4～0.5%)を含んでいたため,湛水,耕うん,落水を 7～10回繰り

返して除塩を行っても,なお土 100gあた り 80～150mgの塩化ナトリウムが残存し,客砂して 1～2年の間は作物に塩害を生じ

た圃場がかなり見受けられる有様であった。また客土によって土壌の 粘性はやや軽減したものの乾燥すると硬化し,大雨では細

砂が分離して畦溝を流出するなどの欠陥も生じ,これを改良するために年々有機質肥料を多投し,近年 ようやくその成果がみら

れるようになった。

　 こうした土壌改良の一方,排水対策も畑作圃場では

必須であった。そこで,昭和 48～50年には圃場

No21-1(20a)でパワーショベルで深さ 75cm,幅
35cmの溝を掘り粗朶,梨剪枝を 30cmの厚さに入れ,
表土を戻す暗渠を 2.5m間隔に作った。また 50～52
年にかけて は,No.31－1(9a)で深さ 45cm,幅
15cmの溝を 75cm間隔に掘って,その中に樹皮を

35cmの厚さに投入,これと直交する暗渠幹線にはエ 

アーネットパイプを埋めた。さらに昭和 58年には圃場

No21－2のうちの 16aに対し,1.5m間隔,50cmの

深さにシードパイプを入れた暗渠と 25cmの深耕によ

り排水対策を講じた。このほか籾がら,樹皮,チップカ
ス,竹,雑木,礫などを用いた暗渠施工で排水を図り,
現在畑作圃場では 51a(圃 場 No.21,31-1),水田

圃場(一部畑作に利用)では 143a(No.14,22-
1,24,34－1)について実施し,一部を残しほぼ満足

な実験 が行なえるようになった。

　なお,基盤整備の後も土壌中には有機物含量が非

常に少なく,特に畑作圃場では全炭素 0.5～0.7%,
全窒素 0.5～0.07%で,前述した土壌物理性 の改善

と併せて有機物の施用が急務であったが,稲わら堆

肥,おが屑堆肥,籾がら,甘草粕,山草の投入,緑肥作

物の栽培によって有機物含量は増加した。

　(2)大型備品

　第二次大戦中における軍需産業は終戦と共に平和産

業へ切り替わり,あらゆる面で目覚ましい進歩を遂げた

科学技術は,試験研究の上にも大きな恩恵を与え た。

すなわちオートバイ,自動車など機動力の整備は現地試

験や現地調査の速度と能率を向上させ,農業機械の導

入は労働力の軽減と一般的な圃場作業の効率化 に役

立ち,分析機器,電算機など実験機器の発達は実験や

データ整理の能率化,精度の向上などに大きく貢献した。

　



オートバイおよび自動車:農業試験場に初めて自動車(小型ダットサントラック)が購入されたのは昭和 24年のことで,主に野菜

など生産物の出荷を目的とし たものであった。この自動車は試験場唯一の機動力として 28年頃まで活躍した。32年には国補の

施肥改善事業でジープが入り,現地試験や現地調査に 40年 頃まで愛用された。ただ当時は四輪免許を取得した職員はごく少な

く,自動車自体もそれほど普及してはいなかったので,自動車よりオートバイの購入を要望す る声が強く,現地試験や調査にでか

ける機会の多い病虫科や経営科などでその声が特に強かった。そこで,36年から 38年の 3か年にかけて出先機関の発生予 察

観察所の機動力整備(国補)をきっかけに,本場でも病虫科,経営科などにセルベット 80,ホンダベンリー 114,ホンダカブ 90な

ど 4台が 38,39両 年にかけて購入された。しかし,37,38年頃から軽四輪車(藍住分場,富岡分場),軽三輪車(本場,池田分

場),普通自動車(本場)が整備されるように なって免許所有者も急増し,オートバイは 43年に筍試験地に購入したヤマハ 90を

最後に,四輪自動車にとって代わった。この間に購入したオートバイは観察 所の 6台を含めて 11台であった。昭和 40年代に

入ってからは普通自動車やトラックの増車,更新も多く,41年には県植物防疫協会から中古車の寄贈があ り,新農薬現地試験の

足として活用された。

　また特殊なものとしては 42年に発生予察事業の県予察員調査機動力増強費として,冷蔵庫,ガスボンベ等を装備した検診車

が導入された。そして昭和 24年 に購入した小型ダットサンにはじまって,現在(58年 7月)までに購入,貸与,寄贈,保管転換な

どによって整備された自動車の台数は,分場,試験地を含め て軽三輪車 2台,軽四輪車(主にトラック)10台,普通四輪ライトバ

ン 10台,乗用車 3台(うち 2台は貸与車),普通四輪トラック 4台,ダンプ,ジープ, 検診車各 1台の合計 32台となっている。こ

のうち現有車は小型乗用車 1台(貸与車),普通四輪ライトバン 5台,普通四輪トラック 2台,ダンプトラック 1台 の 13台である。

　農業機械:耕うん機は戦前からのもの(スピー)が 1台あり,戦後も修理を加えながらしばらく使用されたがエンジンの馬力が弱

く,クランク型で振動も大き かったため,余り実用にはならなかった。24年になってロータリー型の自動耕うん機が購入され,農繁

期には本場ばかりでなく冨岡分場へも運んで大いに活用 された。同分場では本場と競合して使用期間が 1～2日に限定されたた

め,夜間も電灯をつけて耕うんする有様であったが,疲労の大きい農繁期の安眠妨害と あって,翌朝は付近の農家から苦情が相

次ぎ,徹夜作業はこの一晩で取り止めになった。昭和 26年のことであった。耕うん機はその後 30,33年にも各一台 が購入され

さらに 37年からはトラクタも導入されるに及んで,耕うんはほとんどこれらの機械だけで行うようになり,それまで本場,池田分場,
富岡分場,阿 波原種農場で 1頭ずつ飼育されていた役牛は,36年から売却が始まり,40年の池田分場のそれを最後に姿を消

した。

　稲の刈取機では 38年にスズエ式小型コンバインを購入したのが穂刈用で能率は上らなかった。そして 41年にはケーオ式稲刈

機が入ったが,これも刈倒し型 であと結束の手間を多く要した。42年から県下で急速に普及しはじめた本格的な稲刈機の 2条用

バインダは 43,44両年に各 1台が導入され,さらに 46年 には乗用の自脱型コンバインも入り,55年には乗用の採種用自脱型

コンバインを,56年には歩行用自脱型コンバインも購入し,刈取りの能率は著しく向上し た。また田植機は,県内で普及をはじめ

た 2,3年後の 46年に初めて購入,47年および 51年にも 2条用を追加購入した。この頃から一般田および試験田の 多くが機

械植となり,試験場内でも原種,原々種圃場を除いて昔ながらの手植風景は見られなくなった。4条用田植機は 55年に購入した。

　このほか汎用性の農業機械としてウニモク(万能トラクタ),トラクタ作業機(ディガ),ハンマーカルチなどが中核研究｢四国中山

間傾斜地帯における山地 酪農の技術化｣で,トレンチャが｢水田転作露地そさいの機械化生産方式｣に関する総合助成研究で整

備され,圃場の基盤整備などにも威力を発揮した。

　

実 験用機器:実験機器も昭和 25,26年までは計算機,顕微鏡各 2･3台,暗箱写真機 1
台と言った有様で,これらは戦前からの旧式のものであった。そのため 顕微鏡は 24年に

日真光学のスンプ顕微鏡,27年に観察所分も含めてオリンパス 2台,33年にニコン双眼

顕微鏡およびオリンパス双眼実体顕微鏡計 5台が購 入された。カメラは 27年に 1台購入
されたが,当時は乾板用の暗箱で,29年にも暗箱式の顕微鏡写真装置が購入された。現

在ではすべての研究室に整備され ている 35mm力メラが初めて病虫科に購入されたのは

昭和 31年のことで,機種は一眼レフのアサヒフレックスであった。昭和 20年後半から 30
年代前半に かけては,定温器や通風乾燥器などが多く整備された時期でもあったが,定温
器は地元の指物大工に依頼し,ニクロム線を配線した 5台がこの頃に作られた。計 算機は

タイガーなど手廻しものが昭和 45年までに 10数台各科,分場に配備されたが 45年から

50年にかけてプログラム式電卓を含めて卓上電子計算機数台 が導入され,さらに 50年
頃から廉価で軽便な電卓が普及しはじめるに及んで,一般のデータ整理はほとんどこれに

頼るようになり,手廻計算機は倉庫の奥深く 眠り,過去のものとなってしまった。なおパーソ

ナルコンピュータは 57年に初めて NEC8001型を購入,58年には｢地域農業開発プロジェ

クト研究｣の データ整理用として,より高性能の PC-9800を導入した。試料の保存用として現在は各実験室に備えられている電

気冷蔵庫は昭和 33年に病害実験室にお かれた日立製のものが最初であった。分析機器では,施肥改善事業で昭和 29年に分

光光度計が入った。40年代に入って化学科では 41年にポーラログラ フ,42年に分光光度計(更新)およびナイトロゲンアナライ

ザー,46年には原子吸光光度計が整備され,最近では 56年にも同機が入った。これらはほとん どが土壌保全事業に関連した

国補研究によるものであった。一方 40年代に入ると農業公害や食品の農薬汚染が社会的に大きな問題となり,農業試験場がこ

れに 対応することになった。そして農林省では農薬残留問題に対応するために,昭和 44年から農薬残留分析機器設置事業を発

足させて,各試験場に分析機器の設置 を補助しその整備を図った。これによって当試験場では 45年にガスクロマトグラフ 2台,
分光光度計その他が整備され,50年にも農薬残留分析技術対策事業 でガスクロマトグラフ 1台を購入した。さらに 57年には農

薬対策事業で,高速液体クロマトグラフが導入され,ガス化しない農薬などの検体の微量分析に威力 を発揮した。分析機器以外

に 51年には公害機器整備事業で,恒温水平振盪装置低温灰化装置なども整備され,さらに水質汚濁防止法施行令の一部改正

によっ て,排液処理装置が同年県単事業として設置された。農業公害の関係では大気汚染が社会問題となっていた 44年に県

単事業として亜硫酸ガス接触装置が建設さ れ,その後数年間にわたって各種作物に対する亜硫酸ガスの影響,煙害予察などの

研究を実施した。

　その他の大型備品としｵてﾄは,昭和 35年に実験予察のための 5連の恒温恒湿槽が,47年には生物環境調節装置 4基,PF
水分測定用高速自動遠心 器,48年には低温試料保存装置,移動型雨滴発生装置,などが中核研究で整備された。また気象観

測機器の関係では移転に 1年遅れて 47年に農業気象総合記 録装置が初めて備えられ,同年 9月から石井町での気象観測を

始めた。翌年にはさらに 1台を中核研究で購入,阿讃山間試験地の気象観測に用いた。

　(3)職員数の動き

　戦後における本場職員数の動きは下表にまとめたとおりで,増減をくり返し乍ら昭和 46年には終戦直後の約 2倍に達した。し

かし,48年の石油危機以降は きびしい財政事情によって増員も特に難しくなり,事業量の増加にも拘らず定数は抑制され,退職
者の補充が行われない年もあって,この 10年間はやや減少の 傾向にある。研究職員についてみるとまず 21年から 24年にか

けて 9名が増えているが,これは終戦によって戦地から引揚げた職員の復職と,戦後の食糧難を 切り抜けるために展開された食

糧一割増産運動推進のために発足した低位生産地調査事業(昭和 20～23年)および発生予察事業の整備強化に伴う国補職

員の 増員(昭和 22年)によるものである。昭和 27年には低位生産地改良施設事業の耕土培養対策調査その他で 4名が増

加,37年には臨時職員の定数化によりさ らに 4名が増えた。46年には石井町へ移転,改築整備が完了した年で,これに伴って

廃止された分場職員が本場へ吸収され,また拡張された圃場管理のために 5名の作業員が新規採用された結果,研究職員と技

能職員合わせて 9名が増員となり,本場としては現在までのうちで職員数の最も多い年であり,場全体として は藍園試験地およ

び板東試験地の新設によって,一挙に 9名が増員になった昭和 27年の職員数 62名につぐものである。46年以降は若干減少

傾向にあり,そ の間環境科,育種科,花き科が新設されたが増員は認められず,定数の中でこれらに充当したために各科,分場

の構成員数が減少した。

第 7 表　戦後における本場の職員数の変動 

　年　次　
　

　
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

　研究職　 　 16 19 21 25 24 25 29 25 25 28 28 25 23 23 25 27 31

　行政職　 　 2 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 6 6

　技能職　 　 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5

　本場計　 　 21 23 29 33 33 33 37 33 33 37 36 34 32 33 35 37 42

　全場計　 　 30 31 43 49 55 54 62 59 58 53 50 50 48 49 50 53 60

　年　次　 38 39 40
41
～42

43 44 45 46 47 48
49
～50

51
～52

53 54 55 56 57 58

　研究職　 29 30 28 30 31 32 30 33 32 31 32 32 31 30 31 32 31 32

　行政職　 7 6 5 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 6

　技能職　 6 6 6 6 6 7 7 13 12 12 12 10 10 9 10 11 11 11

　本場計　 42 42 39 41 43 44 43 52 50 49 49 48 47 45 46 48 47 49

　全場計　 60 60 56 59 60 58 57 61 60 59 59 58 58 56 56 58 57 59

　　　（注）講習所，観察所，防除所，および兼務職員は含まず 

　なお臨時補助員については,昭和 28 年までは労務人夫,事務,技術補助員を問わずすべて日々雇用であっ

たが,29 年からは事務,技術補助員は地方公務員 法第 22条第 2項の規定に基づく,いわゆる 22条職員とし

て 6 か月更新 1 か年雇用となった。22条職員の数は昭和 40 年頃には 13 名にもなったことがあっ たが,41～
49 年には 4～7 名で推移し,石油危機以後 50 年からは財政事情の逼迫によって 3 名に減り現在に至ってい

る。　そして 22条職員の減少,用務 員の補充取止めなどに伴って電話交換,本館清掃は石井町へ移転した

46 年に業務が民間に委託され,また宿日直の廃止に伴い 49 年 11 月に本館内の警備も警 備保障会社に委

託されている(池田分場は 48 年 6 月に宿日直廃止,58 年 4 月改築を機に警備契約)。
　(4)科,係の変遷

　①　総務課庶務係

　大正 11 年機構改革によって部が係となり,庶務係および会計係と改称されて以来 36 年の間改変はなかっ

たが,昭和 32 年に徳島県農業試験場設置条例が全 面改正され,両係を合併して庶務係とし,今までの主任制

度を廃止して係長制度を設けた。遡って戦後まもない昭和 21,22 年頃には事務職員が僅か 1 名と 言った時

代もあったが,戦後急に増加した予算,職員,物件などの事務を円滑に処理するために係員も増員され,34 年に

は運転士,用務員各 1 名を加えて 8～9 名となった。その後 47 年には庶務係と 44 年に新設された管理係を

統合して総務課が設置された。一方電子計算機の導入によって給与計算など事務処理 の能率化が図られる

ようになって,49 年には事務職員の数も 3人に減り,50 年には退職した用務員の補充も行なわれず,現在は総

務課長,庶務係長,主事, 技師(運転士)の 4 名で,他に臨時職員(22条職員)および委託による電話交換手各 1
名がいる。

　②　総務課管理係

　本場の改築,移転に伴い,昭和 43 年度限りで廃止された阿波原種農場が行っていた原種栽培,庶務係が

行っていた労務人夫の管理指導および主に園芸科が担 当していた農業分校の業務を所掌することとして,昭
和 44 年 4 月に管理科が発足,原種農場の主任であった川真田芳樹主任研究員を科長に,技師 1 名と従来各 

科に配属していた作業員 5 名で前記業務を担当した。翌 45 年度からは稲,麦の原種栽培業務は作物科に委

ねたが,一般圃場の管理はすべてこれを行うことに なった。昭和 46 年には石井町への移転が完了して圃場

面積はいっそう増大したが,これらの管理,運営を円滑に行うために,この年作業員 5 名が新規に採用さ れ,さら

に富岡,藍住両試験地の廃止に件う作業員の配置換えもあって,その数は係長,技師 1 名,作業員 11 名の合計

13 名となり体制が整った。そして,こ の年管理科を管理係と改め(規則第 24号),係長の職種は研究職から行

政職にかわった。また,今まで各科に配置されていた作業員を,管理係職員として一室 に集め集中管理を行う

ことになった。そして 47 年には総務課が置かれ,管理係は庶務係と共にこの組織化に組み込まれたが,業務
の内容は従来と変わっていな い。現在の職員数は係長以下 12 名で,うち係長ほか 3 名は管理係直属とし,他
は各科に配属されているが,原則として 2 年に 1度各人の希望に配意しながら所 属を変えている。ただし,分
場,試験地の技師(技能)3 名についてはそれぞれ分場,試験地の直属とし,分場長らの直接指揮下においてい

る。

　なお,管理係職員一同は試験場が石井町へ移転以来一致協力して本来業務のほかに圃場整備,圃場施設

の建設,土壌改良,環境整備などに労を惜しむことなく取り組んできたが,その功績が認められ,58 年 12 月に知

事表彰を受賞した。

　③　作物科

　主要食糧の増産は戦後も引き続いてわが国農業の重要な課題であったが,その対応策の一つとして稲,麦
など優良種子生産の必要性がいっそう高まり,昭和 25 年には久勝原種農場が設置されて,これまで種芸部で

行っていた原種栽培が少なくなり,試験研究に重点がおかれるようになった。すなわち稲,麦の品種試 験は 28
年度から奨励品種決定調査となり,国補事業として強化され,栽培法では除草剤や水稲の早,晩期栽培などの

新しい栽培技術の研究,麦の移植栽培,枯 れ熟れ対策などが研究の柱となった。そして,一時中断されていた

ナタネの試験も再び始まった。また畜産振興に伴って新しく飼料作物および牧野の研究分野が 加わり,専任
職員 1 名が配置されて職員数は農機具担当も含め 6 名となった。

　昭和 32 年には機構改革によって種芸部が作物科に改められ,飼料作物と農機具部門が新設の経営科に移

され,それに伴って職員の数も科長のほか技師 3 名, 助手 1 名の計 5 名に減った。その後テンサイやビール麦

の試験も加わり,栽培法では水稲の直播栽培,機械移植栽培,麦の多条播,穴播,全面全層播栽培など省 力化

を目指した試験に中心がおかれるようになった。

　その後の原種の生産は本場の移転に伴う阿波原種農場と富岡試験地の廃止によって,新設の管理科が一

時これを担当したが移転後は再び作物科の業務となっ た。しかし 40 年末頃からビール麦の栽培が急速に普

及して種子の需要量が著しく増大し,場内生産だけではこれに応じきれなくなって,50 年度からは脇町の 農家

にも栽培を委託するようになった。原種の生産はその後も益々重要性を加えてきたため,昭和 54 年に育種科

が設置されてこの関係の業務は作物科から離 れ,研究員 2 名と共に同科へ移った。その結果,研究員は 3 名

に減った。しかし 54 年には,32 年から経営科が担当していた飼料作物の試験が再び作物科へ移 され,研究

員 1 名が増員された。

　近年は米の過剰に伴う水田利用再編対策に関係した研究が中心となり,大豆,ステビア,飼料作物など水田

転換畑作物,米の利用拡大のための他用途米の栽 培,麦作では良質化,作業体系改善と多収安定化のため

の早熟化栽培,それに除草剤,生育調節剤などの研究に科長以下 4 名が取り組んでいる。

　④　育種科

　原種の生産と配布は,農事試験場開設以来の重要な業務として,種芸部(作物科),阿波原種農場,富岡,池田
両分場で行われてきた。しかし本場の移転に伴 う原種農場や富岡分場の廃止によって,移転後は原種関係

の業務のほとんどが作物科の担当となった。一方水稲の共同育苗の増加やビール麦栽培の急速な普及に 

つれて稲,麦種子の需要も増大,ビール麦については試験場内だけでは対応が困難となり,現地農家に原種を

委託栽培せざるを得なくなった。こうした原種生産 の重要性の増加に伴う業務の分化,責任の明確化と,一方
ではダイコン,シロウリ,イチゴ,ネギなど特産野菜の優良品種,系統の育成,保存の要望が強まって きたために,
昭和 54 年に育種科が新設された。そして 2 名が作物科から,1 名が園芸科から移り,研究員 3 名でスタートし

た。業務の分担は稲,麦の原種生 産,水稲奨励品種決定調査事業など主要作物の関係を 2 名で,他の 1 名が

野菜関係の育種を担当したが,ダイコン,イチゴ,ソラマメ,シロウリ,ネギなど多く の特産野菜の育種業務を 1 名

で担当することはきわめて非能率であったために,57 年 4 月から野菜育種関係は野菜科に移して科内部の共

同体制のもとでこれを 分担実施することとし,育種科の業務は稲･麦の原種,原々種関係のみにしぼった。

　⑤　野菜科

　第 2 次大戦中から戦後しばらくは主要食糧の増産が何よりも優先し,作付けの統制も行われて野菜,果樹な

どを栽培するゆとりは少なかった。しかし昭和 24 年に作付統制が撤廃されるや反動的ともいえる程多くの野

菜が栽培されるようになり,これに関する研究も活気を取り戻した。そして終戦当時は主任の柱技師と 助手の

わずか 2 名だった園芸部の職員も,25 年には果樹および花き担当の各 1 名を加えて 5 名となった。一方野菜,
果樹産地の振興と生産の増加に対応して, 大山果樹試験地(昭和 23 年～30 年)板東園芸試験地(27～29
年),藍園蔬菜試験地(27～46 年),海南園芸試験地(29 年～),筍栽培試験地 (30 年～)などが相次いで開設さ

れ,これらは実質的には 50 年頃まで園芸科に属していた。昭和 30 年には果樹部門が独立して園芸部の担当

業務は野菜と花 きの 2 部門となり,32 年には園芸部は園芸科と改称された。昭和 25～30 年頃は野菜の優良

種子が乏しく,農家の要望に応えて採種も行っていたが,種苗会 社が優良種子の生産を始めるようになってか

らは,特産野菜のうち種苗会社があまり取り上げない,一部の品目にしぼった育種に切り替え,その他は各社が

育成 した品種の選定試験に替え,これが重要業務の一つとなった。ビニールによるトンネルやハウス栽培の試

験も 30 年頃から始まり,ホルモン剤による着果剤の研 究,クロロ IPC,シマジンなど野菜に対する除草剤の研究

もこれと前後して始まった。

　39 年頃には礫耕栽培や砂耕栽培が新しい技術として台頭し,本県の礫耕栽培面積は鳴門市大麻町馬詰,
海部郡宍喰町などを中心に 5㌶と全国でも最も多く, これに対応して試験研究も本場および藍住分場で数年

間実施した。しかし疫病やつる割病の発生,その他の障害も多くやがて廃れていったため研究も中止きれ た。

昭和 48 年に到来した石油危機に対しては,施設野菜品種の低温耐性などに関する消極的な試験が主であっ

たが,54 年の第 2 次石油危機では高騰する暖房 燃料節約のため,それから 4 年間にわたってトマト,キュウリ,
ナスを対象に地中熱交換方式による省エネルギーの実験に取り組んだ。

　園芸科の職員は 38 年から 45 年までは 6 名で,野菜担当はそのうちの 4 名であったが,46 年には 1 名増えて

53 年までは 5 名であった。しかし 54 年には 育種担当 1 名が同科に移った。翌 55 年には園芸科を野菜およ

び花きの 2 科にわけ,野菜科は研究員が 4 名となったが,56 年には育種科に配属していた研究員 を再び戻

し,育種業務をそれぞれ分担して能率をあげている。

　園芸部の研究室は,昭和 25 年まで本館内場長室の隣りに在ったが,同年農産加工指導所が転出したあとの

建物に移り,石井町に移転するまでの 20 年間ここで業務を遂行した。

　⑥ 花き科　　戦後間もない昭和 24,25 年頃,当時の園芸部は野菜と果樹を中心に研究を進めていたが,この

頃から農家の間に花き生産の機運が高まり,行政も その振興に力を注ぎ始めていた。そこで昭和 25 年果樹と

の兼務で花き研究員が普及員の定数で 1 名園芸部に配属され,ここに花き分野の研究がはっきりとした 形で

芽生えた。天皇陛下が県下を巡幸され,これを機に温室 2 棟が建てられたのもこの年であった。翌 26 年には

花き専任の職員が置かれたが,一方農家の花き 生産も急速に伸び始め,それから 10 年のうちに栽培農家戸

数は 1,000戸を越えた。試験地においてもキク,チューリップ,ユリなどの研究を本格的に進め るようになっ

て,38 年には 1 名増員されて担当職員も 2 名となり,施設の関係でも翌 39 年には 24 坪のブドウ温室が花き用

に改築され,試験圃場も漸次拡大 された。そして 46 年には石井町への移転を機に 100㎡のガラス室 5 棟,ミス
トハウス,冷蔵室などが一挙に整備された。県内の花き生産はその後も着実な伸 びを見せ,研究対象も切花,
鉢物,花木など広範多種となり研究の一層の充実を図るために,これまでも園芸科の中で独立的に試験研究を

実施してきた野菜と花 きの担当部門を昭和 55 年にそれぞれの科として独立させ,ここに花き科が誕生した。

職員は当初から科長以下 2 名でキク,ユリ,チューリップ,ヒオウギなど 県内特産花きの栽培改善や品質改良を

行ない,キクでは“阿波の娘”“阿波錦”などの新品種を作出した。

　⑦　農芸化学科

　農芸化学部では戦後の混乱の中で,技師 1 名を含む 3 名の職員が戦時中からの三要素現地試験を継続し

ていたが,昭和 23 年からは緊急食糧増産のため職員を 1 名増員し,4 名の国庫補助職員として生育阻害要因

をもつ低位生産地調査事業(23～33 年)に取組み,水稲の秋落,酸性土壌の改良,塩害,排水不良対策 などに

全力を挙げた。その後 27 年に開拓地調査担当職員 1 名が増員(27～37 年)されて職員は計 5 名となり,28 年

からは水田を対象とした施肥改善事業 も始まった。昭和 32 年には農芸化学科と改称した。34 年に県の畑作

振興施策によって地力保全基本調査(34～46 年)が始まり,低位生産地調査職員は地 力保全職員にそのまま

振り替えられた。昭和 36 年に農業基本法が制定されてからは,果樹,野菜,畜産などの振興,生産にいっそうの

拍車がかかり,それに対 応した国補による種々の調査事業の中で果樹,露地野菜,施設野菜,特用作物(コン
ニャク)などの土壌調査ならびに生育阻害要因の解明と対策試験を実施して きた。鳴門市を中心とするダイコ

ン,サツマイモなど砂地畑の生産力向上対策試験は,昭和 47 年以来の重要課題として現在も継続して取り組

んでいる。一方昭 和 40 年頃から,工場の排ガス,排水などによる農業環境の汚染が問題となったため,植物亜

硫酸ガス接触装置を整備するなどしてこれに対応,さらに多頭飼育 がもたらした畜産廃棄物による畜産公害

が大きく取り上げられるようになって,48 年以降家畜ふん尿の堆肥化と利用に関する研究にも着手し,成果をあ

げてい る。この間昭和 46 年から土壌汚染防止対策事業が開始され,さらに昭和 47 年には土壌保全対策事

業が始まって,地力保全調査職員は土壌保全調査職員にさら に振り替えられた。昭和 50 年に土壌汚染対策

事業と農林畜産廃棄物関係の業務が 2 名の職員と共に,新設された環境科に移り,45 年に 6 名に増えていた

研究 員は 4 名に減った。しかし,畜産廃棄物の研究が農産物に対する利用場面に重点が置かれるようになっ

て,この業務は 53 年から再び農芸化学科で行うことにな り,現在は 5 名の研究員が土壌保全,砂地畑対策,有
機物利用などの調査,研究を行っている。ただ,昭和 23 年以来業務の内容,名称は変わりながらも長年続 いて

きた土壌保全の調査事業は,国の財政緊縮の煽りをうけて昭和 57 年を最後に,担当職員の設置費補助が打

ち切られ,事業費の補助だけとなってしまった。

　⑧　病虫科

　病害虫の被害を未然に防止し,食糧を確保する大きな使命のもとに昭和 16 年に発足した病害虫発生予察

事業は,戦後も食糧難から益々その重要性が認識さ れ,昭和 22 年には早期発見に関する事業実施要網が改

訂され,翌 23 年には従来の観察地点を廃止して新たに 6 か所の観察所を設置し,農事試験場に 3 名と観 察

所に 6 名の人員が配置された。さらに 25 年には試験場に 2 名が配置されて 5 名となり,菌虫部の業務を病害

担当と虫害担当に分けた。この頃から発生予察に 関する重点解決事項や特殊調査の研究も始まり,徳島県

においても病害では｢麦類赤かび病の流行機構に関する研究｣(昭和 25～37 年),虫害では｢農薬散 布および

栽培法の変化が水田昆虫相の変化に及ぼす影響｣(28～37 年)の研究がそれぞれ石井博,小林尚氏らを中心

に精力的に進められ,立派な業績をあげ た。そしてこうした研究を実施することによって,施設の充実も図ら

れ,26 年にはルビーアカヤドリコバチ導入事業で網室併設のガラス室,27 年には培養基 室,28 年には病菌接

種室などが相次いで建てられた。

　昭和 27 年には観察所に代わって病害虫防除所 10 か所が設置され,観察員 3 名が増えた。このうち徳島地

区観察員は菌虫部に置くことになり職員数が 6 名に なったので,28 年には発生予察担当を設けて病害,虫害

および発生予察に業務を 3 分した。32 年には規則の改正によって菌虫部を病虫科と改め,職員の数も 30 年

に川東地区観察員 1 名,34 年に補助職員の定数化により 1 名,35 年には川東地区観察員は専任としたが小

松島地区観察員を農試におき,さらに 37 年 には補助職員 2 名が定数化されるなどの変遷があって,その年に

は 10 名(科長兼務専門技術員 1 名,県単 3 名,県予察員 3 名,土壌病害虫検診員 1 名,徳島, 小松島地区観察

員各 1 名)にもなった。職員の増加によって研究室も手狭になったため,土間を改造し,園芸科が他へ移ったあ

との研究室を受け,さらに 30 年 に農業講習所の実験室として建設された本館東端の実験室を病害実験室と

して利用するなどしてその頃には,発生予察,および虫害研究室,病害実験室,培養基 室,定温器室,接種室な

ど一応の施設が整い,その後も,31 年に住居を改造して害虫飼育室を建て,33 年には農芸化学科と共同の作

業舎が講堂の西側 に,35 年には 5 連の恒温槽を設置する建物が建てられ,40 年にはガラス室も改築された。

　昭和 30 年代までは稲,麦など主要作物の病害虫が対象となっていた研究も次第にその比重が園芸作物に

移行し,特に病害研究は施設栽培の増加によって問題 が多くなった 40 年代に入ってから急速に野菜病害の

研究にその中心が傾いていった。キュウリ緑斑モザイク病が本県を中心に大発生して栽培農家を恐怖に陥れ 

たのもこの頃(昭和 41 年)であった。そして発生予察でも野菜病害虫の実験予察が 43 年から開始され,農薬,
殊に殺菌剤の委託試験も本県では稲用殺菌剤か ら野菜用のそれへと移行していった。

　戦後における農薬の目覚ましい発達は質,量共に農作物の高位生産に大きく貢献したが,一方では,農薬に

よる防除の依存度を著しく高めて使用量が増大した 結果,作物や土壌中における農薬の残留が大きな社会

問題となり,昭和 44 年から残留農薬の分析業務が全国的に開始された。本県においても当初は病虫科がこ 

れを担当し,特に有機塩素系農薬では土壌中における残留実態を調査し,キュウリ,ホウレンソウの安全作付基

準を他県にさきがけて作り農家に示した。しか し,農薬分析関係の業務は 50 年に新設された環境科に移され

た。

　病害虫発生予察観察所は,予察事業が発生以来農業試験場の組織として設置され,観察員がその業務を遂

行してきたが,43 年農林事務所が設置されて身分 は,農業試験場本務のままであるが,病害虫防除所専任と

なった。昭和 47 年 4 月 1 日に病害虫防除所の独立に伴い,農業試験場の病虫科とは県予察員と地区予 察

員としての技術的なつながりだけとなった。こうして昭和 37 年頃には 10 名を数えた職員の数も,小松島地区

予察員の専任(41 年),科長の次長専任 (43 年),徳島地区予察員専任(45 年),環境科への転出(50 年),県予察
員定員削減(52 年)などで漸減し,さらに欠員が補充されなかった 54 年お よび 57 年には 4 名になったことも

あったが,現在は 5 名の研究員で病害,虫害および発生予察の業務を担当している。

　⑨　環境科

　戦後化学工業の著しい発達に伴って,工場からの排ガスや排液による大気汚染,水質汚濁が農業公害を惹

き起こした。また戦前から鉱山等に起因する土壌汚染の被害があった。当場ではこれらの問題に農芸化学科

が対応していた。

　有機合成農薬の開発,普及が急速に進むとともに農作物や土壌中に残留する農薬が国民の保健衛生上,大
蛯ｫなﾈ社会問題として取り上げられるようになっ て,国の関係各省庁がその対策に乗り出し,都道府県にも残

留農薬の分析や対策を実施させることになった。徳島県では農業試験場の病虫科が昭和 44 年からこ れに

対応した。これら農業公害や農薬残留に関する調査研究は精密微量分析技術が必要である点で共通してお

り,またその後の業務量の増加に対応するため,こ れら両部門を統合して 50 年 4 月に環境科が新設され,農芸

化学科から 2 名,病虫科から 1 名の研究員が移り 3 名で出発した。環境科は上記のほかに農林畜産廃 棄物

の有効利用に関する研究も担当したが,この業務は作物への利用場面に重点が置かれ,土壌肥料分野での

対応がより適切とみなされたために,53 年 4 月に 担当者 1 名と共に農芸化学科へ移され,以後科長のほか研

究員 1 名で残留農薬分析,農業安全使用対策のほか土壌汚染対策,農業用水の水質保全などの業務にあ 

たっている。

　⑩　経営科

　経営科の設置以前は,昭和 25 年に置かれた技術連絡室に専任の経営担当者 1 名が配置され,低位生産地

改良施設調査事業や営農試験地事業などに参加してい た。しかし当時は食糧増産一辺倒の時代で経営独

自の活動分野が少なく,したがって国補研究もなく,他部門からの事業費の配分によって細々と調査研究を続

け ていた。昭和 32 年農事試験場規則の全面改正を機会にようやく経営科の設置が成ったが,業務内容は農

業経営,飼料作物および牧野,農業機械の 3 部門にわた り,研究の主力はむしろ後の 2 部門におかれて,農業

経営本来の業務は営農試験地の対応くらいであった。科設置当初の職員は科長以下 3 名であったが,その

後 34 年から 1 名ずつ増えて 37 年には 6 名になった。しかし,38 年には農機具部門が独立して農業機械科が

設置され,経営科の職員は 4 名に減った。その後も 飼料作物と牧野に関する研究はなお経営科の業務の主

要分野を占め,中でも昭和 47 年から始まった｢四国中山間傾斜地帯における山地酪農の技術化｣に関する 

中核研究では主査県となり,草地の造成,維持管理などの試験を行った。この研究課題は県の重要施策とも関

連していたので,場内にプロジェクトチームを編 成,経営科がその中心となって研究の推進に当たった。中核

研究はそのあとも｢暖地傾斜草地の更新技術確立｣として引き継がれて 54 年まで実施された。55 年からは飼

料作物および牧野の研究は畜産試験場と一部を作物科に移して,本来の経営研究のみとなり,昭和 53 年から

主力を注いだ｢地域複合化推進研究｣も 57 年度からは｢高位地域複合化推進試験｣として継続実施されてい

る。職員数は 39 年から 49 年までは 5 名を数えたが,41,46 の両年度を除いては 4 名,50 年以降は 3 名となっ

ている。

　⑪　農業機機科

　昭和 2 年に種芸部の中に農具係がおかれ,作物研究の中で農機具の試験が行われていたが,昭和 14 年に

係がなくなり農機具の研究は久しく中断していた。戦 後昭和 24 年になって農機具係として復活し,当時は技

術連絡室に同居していたが,32 年に新設された経営科に移った。しかし戦後における農業機械の発達は 目

覚ましく,耕うん機,トラクタ,コンバインなどの高性能機械が相次いで登場し,近代的な農業機械化への対応の

要請が強まったために,昭和 38 年に農業機 械科が新設された。同年に農業機械研修館が建てられたが,この

建物は独立した 2 階建で,1 階には農業機械研究室と機械整備室が,2 階には研修室と陳列室を 設け,試験

研究のほかに農協職員らを対象に農業機械に関する研修を実施し,その後 40 年に設置された農業機械化セ

ンターの前身としての役割をも果たした。 農機具係が復活した 24 年頃の業務は動力耕うん機脱穀機,製縄
機,噴霧器などの奨励農機具の選定が主であったが,20 年代終りから約 10 年間は傾斜地を対 象とした畜力

やウインチ式各種揚土機の研究および耕うん法に関する研究が続き,その後はトラクタ,小型コンバインを中心

とした水稲直播の機械化体系,各種 コンバインの性能調査などから 40～52 年の間は田植機の研究に重点を

おいた。近年は大豆栽培の機械化体系確立の研究が中心をなしている。

　農業機械科の職員数は 46～48 年および 50～51 年に 3 名となったほかは科長および研究員の 2 名で現在

に至っている。

　⑫　機機研修係

　行政改革によって,昭和 58 年 4 月 1印こ農業機械化センターが農業試験場に統合され,機械研修係として

再発足した。統合により農業機械化センター本館を機械研修館と改称し,人員,予算,建物,研修用機械器具,
実習ほ場運転コース等はそのまま継続して活用している。

　農業機械の研修は,昭和 33 年頃から歩行用トラクタや農用エンジンを対象にして,市町村単位に 1～2 日の

現地研修を実施してきたが,昭和 35 年頃から乗 用トラクタの普及が本格的となり,昭和 40 年 7 月に板野郡藍

住町中富に農業機械化センターが設置され,乗用トラクタを中心とした長期集合研修に変わった。 そして,昭
和 49 年 4 月 1 日名西郡石井町石井(農試内)に移され,昭和 58 年 3 月 31 日まで続いた。

　農業機械化センターが設置され,農業試験場に統合されるまでの 18 年間に延 376回の研修を実施し,1万
365 名の研修修了者を送り出し,農業機械の効率利用と安全対策に大きく貢献している。

　職員は,専任 2 名,臨時補助員(22条職員)1 名,兼務職員 5 名(農業改良課 2 名,農業試験場 3 名)である。


